
 

 

国立大学図書館協議会 

 

 

図書館システム特別委員会 

ＩＬＬシステム専門委員会 

 

第３次報告 

 

 

 

 

 

 

 

平成９年６月 

 

 



目   次 

 

 

 

はじめに                   ・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 

 

Ⅰ．検討の事項と結果             ・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

  １．文献複写料金徴収猶予許可制度の改善  ・・・・・・・・・・・・・・ 2 

 

  ２．海外とのＩＬＬにおける料金決済    ・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 

  ３．現物貸借に関わる料金決済       ・・・・・・・・・・・・・・11 

 

  ４．海外のＩＬＬ基準に関する調査     ・・・・・・・・・・・・・・15 

 

 

Ⅱ．今後の検討課題              ・・・・・・・・・・・・・・19 

 

 

付．ＩＬＬシステム専門委員会設置要項     ・・・・・・・・・・・・・・20 

 

  ＩＬＬシステム専門委員会名簿       ・・・・・・・・・・・・・・21 

 

 

 資  料 

１．文献複写料金徴収猶予に関わる許可番号の統一について 

  （平成８年７月２２日付図書館情報システム特別委員会委員長宛依頼）・・・ 23 

２．文献複写料金徴収猶予に関わる許可番号について 

  （平成８年１１月１３日付図書館情報システム特別委員会委員長宛依頼）・・ 28 

３．海外機関からの文献複写依頼の受付の記録について ・・・・・・・・・・・30 

４．国際ＩＬＬ規約（International Interlibrary Loan Code） ・・・・・・・33 

５．Model National Interlibrary Lending code  ・・・・・・・・・・・・・ 41 

 



1 
 

は じ め に 

 

 当専門委員会では、平成６年に第１次報告を、平成８年に第２次報告をそれぞれ取りま 

とめ、調査・検討の結果を報告した。今回、第３次報告として第２次報告以後の調査・検 

討結果をとりまとめた。 

 第２次報告で、これまで調査・検討をおこなってきた事項のうち、今後も継続するもの 

として、（１）文献複写料金の徴収猶予制度に関わる改善、（２）ＩＬＬ基準に関する調 

査、の二つを挙げ、今後新たに調査・検討すべき事項として、（１）海外とのＩＬＬ（文 

献複写、現物貸借）における料金決済、（２）国立大学図書館間における諸形態のＩＬＬ 

を包括する規約の制定、（３）今後予測される情報資源の共有のかたちと図書館の対応の 

あり方について、の三つを挙げた。 

 このほか、第４３回国立大学図書館協議会総会の分科会でとりあげられた現物貸借にお 

ける郵送料金の決済方法が新たな事項として加わった。 

 これらの事項のうち、今年度は、今後新たに調査・検討すべき事項として挙げた（２） 

および（３）については、時間等の制約もあり、とりあげることができなかった。 

 今年度とりあげた事項のうち、文献複写料金の徴収猶予制度に関わる改善のように、一 

定の前進がみられたものと、海外とのＩＬＬにおける料金の決済や、現物貸借における郵 

送料金の決済方法のようにさまざまな隘路があって改善案をまとめきれなかったものもあ 

る。 

 当初の予定では、平成９年度は当専門委員会の最終年度に当たっており、この一年、残 

された課題について具体的な成果が得られるよう一層の努力をしたいと考えている。 

 

              平成９年３月 

 

 

                    図書館情報システム特別委員会 

                       ＩＬＬシステム専門委員会 
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Ⅰ．検討の事項と結果 

１．文献複写料金徴収猶予制度の改善 

 

（１）文献複写料金の徴収猶予制度について 

 

 平成元年５月２４日付の事務次官通知「国立大学附属図書館における文献複写料金徴収 

猶予取扱要領について」（文学情第１４５号）により、各国立大学附属図書館においては 

公私立大学図書館等に対し、料金後納による文献複写サービスを開始した。この結果、料 

金前納の時代には、文献複写の依頼から入手まで１か月近く要していた期間が、大幅に短 

縮された。この制度はそれまで国立大学附属図書館とのＩＬＬによる文献入手の不便をか 

こっていた公私立大学図書館から歓迎されたが、一方で更なる改善の希望が国公私立大学 

図書館協力委員会等の場で表明された。改善希望の内容は、(ア)徴収猶予の許可申請先の 

一元化、(イ)徴収猶予許可書の有効期限の延長、(ウ)徴収猶予の許可番号を許可大学の別 

なく統一すること、等であった。 

 

（２）改善に向けた検討経緯 

 当専門委員会においては、発足以来、上記改善希望事項について調査・検討をおこなう 

とともに、文部省との協議を続けてきた。その過程において、三つの事項のうち実現の可 

能性が強いと考えられた(イ)と(ウ)に課題を絞り込んだ。しかしながら、第２次報告で記 

したように、それぞれ隘路があり実現への道筋をつけることはできなかった。 

 平成８年度に入って、(ウ)の徴収猶予の許可番号を許可大学の別なく統一すること、に 

ついて文部省からのアドバイスがあり、これに基づいて検討をおこない、その結果を国立 

大学図書館協議会図書館情報システム特別委員会に報告・提案した。 

 なお、(イ)徴収猶予許可書の有効期間の延長、については隘路が多く実現の可能性が少 

ないということで検討はとりやめることとした。 

 

（３）「文献複写料金徴収猶予制度における許可番号の統一」の実現 

 

 前述したように、このことについて文部省から適切なアドバイスがあり、当専門委員会 

では、これに基づき検討をおこなった。 

 

 ① 許可番号統一の意味 

 公私立大学図書館等からの「許可番号の統一」に関する希望は次のような理由によるも 

のである。 

 すなわち、平成元年の事務次官通知に基づき各国立大学では、公私立大学図書館等に対 
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し文献複写料金の徴収猶予を実施するために、学内規定として実施細則を定めた。この実 

施細則は学内規定ではあるものの、徴収猶予の許可方式が各大学で大きく異ならないよう 

に大筋のところで全国国立大学の規定に共通性をもたせている。 

 公私立大学図書館等が国立大学附属図書館に、料金後納により文献複写の依頼をするた 

めには、一年に一度、文献複写料金徴収猶予の申請をおこない、徴収猶予許可書の交付を 

受けなくてはならない。そして、実際に文献複写の依頼をおこなう際、依頼書に徴収猶予 

許可書の文書番号を明示することが義務づけられている。この文書番号をここでは許可番 

号と呼んでいるのである。 

 各公私立大学図書館のほとんどが複数の国立大学に徴収猶予の申請をおこなっており、 

特に大規模大学では申請先が数十に達する。そのような場合、当然ながら許可番号が異な 

るため、文献複写の依頼の都度、相手先の許可番号を確認しなければならず、業務繁忙の 

折には煩わしい。もし当該公私立大学に対する国立大学の許可番号が同一であれば業務の 

省力化、効率化に役立つというのである。 

 また、学術情報センターのＩＬＬシステムを利用する場合、許可番号が異なると自動転 

送機能を活用できないという不便さもあった。 

 

 ② 改善の方法 

 

 さて、文部省のアドバイスを得て検討した改善の方法は、各大学における実施細則の改 

正及び徴収猶予許可書の様式の修正等によるものである。内容は次のとおりである。 

 

 (ア)実施細則において、文献複写の依頼を受託する際相手方に明示を義務づけていた 

   「文書番号」を「許可番号」に改める。 

 (イ)徴収猶予許可書に文書番号記入欄のほかに許可番号の記入欄を設ける。 

 (ウ)徴収猶予許可書の許可番号の記入欄に、公私立大学図書館それぞれに対して全国立 

   大学が同一の番号を与えることとした。言い換えれば、公私立大学図書館のそれぞ 

   れにＩＤ番号を与えることとした。 

 

 ③ 統一許可番号 

 

 許可番号については、(ア)文部省の学校基本調査用のコード、(イ)ＪＩＳの大学・高等 

専門学校コード、(ウ)学術情報センターの参加組織コードであるＦＡ番号、等既存の番号 

を利用することが望ましいということで、これらについて比較検討をおこなった。 

 その結果、新設の大学等に対しても許可後、文部省大臣官房情報処理室で直ちに付番さ 

れること、図書館でも手近かな資料で確認できること等、番号管理の安定性、公開性、利 

便性等の理由から(イ)のＪＩＳ大学・高等専門学校コードを採用することとした。 
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 なお、国立大学図書館の中には実務上の便宜から、複数の図書館を有する公私立大学に 

対して複数の番号を付与している例もあり、統一許可番号を採用した場合の問題点等につ 

いて関係の国立大学図書館から意見を聴取したが、特に大きな問題点の指摘はなかった。 

 

 ④ 実施までの経緯 

 当専門委員会では、文部省や国立大学図書館協議会事務局とも連絡調整を重ねながら、 

実施に向けて準備をすすめた。すなわち、改善内容および実施計画について、上部委員会 

である図書館情報システム特別委員会に諮り承認を得た。その後理事会での承認が得られ、 

平成９年４月実施に向けて各大学が実施細則の改正や実施に関わる条件整備をおこなうよ 

うに、国立大学図書館協議会事務局から加盟館あて依頼文書が出された。 

 

 前述したように、許可番号の統一については文部省から貴重なアドバイスをいただくと 

ともに、各国立大学図書館の意見等についてもご教示をいただいたことを記し、謝意を表 

したい。 
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２．海外とのＩＬＬにおける料金決済 

 

（１）検討にいたる経緯および検討内容 

 この問題は当初から当専門委員会に付託された課題であるが、平成８年７月に開催され 

た第４３回国立大学図書館協議会の分科会において、国立大学図書館が海外機関から文献 

複写の依頼を受けた場合の、複写料金および郵便料の収受方法に関しての協議題が提出さ 

れ、この問題の緊急性が確認された。 

 ところで、このことについては既に学術情報センターでも検討中であり、また米国の大 

学図書館人も強い関心をもっている旨国立大学図書館協議会事務局から教示があったので、 

学術情報センターからはオブザーバーを、事務局を努める東京大学附属図書館からは委員 

を出していただくこととした。 

 本年度は海外とのＩＬＬの実施状況および料金決済の有無に関する調査をおこなうとと 

もに、料金決済のありかたについて種々調査・検討をおこなった。 

 

（２）海外とのＩＬＬの現状 

 文部省による「平成７年度 大学図書館実態調査結果報告」によると、平成６年度にお 

ける日本の大学図書館と海外機関とのＩＬＬの状況は次のとおりである。 

（丸括弧内は国立大学の件数で内数） 

 

           文献複写     現物貸借     合計 

 依頼（件数）   9,265 (4,939)   1,205 (493)   10,470 (5,432) 

 受付（件数）   13,242 (11,752)   155 ( 2)    13,754 (11,754) 

 

 国立大学図書館の件数を見ると、受付件数が依頼件数のほぼ２倍となっていることが注 

目されるが、当専門委員会の調査によると受付件数のうち９０％強は、発展途上国への保 

健・医療援助等（医療情報の提供を含む）をおこなっているＳＥＡＭＩＣ（Southeast 

Asian Medical Information Center：東南アジア医療情報センター）からのものである。 

この機関は日本政府がＯＤＡ政策推進のため設立した日本国際医療団の一部門で、東南ア 

ジア諸国からの依頼に応じて医療関係文献を無償で（ＯＤＡ資金で）提供しているもので 

対等な図書館間におけるＩＬＬとは言いがたい。 

 このＳＥＡＭＩＣからのものを除くと、海外の大学図書館等から国立大学図書館が受付 

けた件数は約２，０００件である。 

 したがって、実質的な海外とのＩＬＬは、依頼が約５，４００件であるのに対し、受付 

はその約３７％程度とみることができる。そして、依頼については、クーポンによる料金 

決済制度が定着している英国図書館文献提供センター（ＢＬＤＳＣ：British Library 
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Document Supply Center）が多いと考えられるが、そのほか私費による銀行や郵便局を経 

由しての支払いが日常的におこなわれている。 

 それに対し、受付については料金を徴収して国庫に納入する現実的、合理的な仕組みが 

できていないために、ほとんどが料金を徴収せず寄贈提供せざるをえない状況にあること 

が判明した。 

 このことから、海外とのＩＬＬにおける受付時の料金収納を合法的、かつ合理的におこ 

なうことのできる仕組みが緊急に求められているといえる。 

 

 当専門委員会では、海外からのＩＬＬによる依頼の実態を知るために、平成８年１２月、 

国立大学のうち、海外からの依頼が比較的多いと考えられる２９大学（５学部以上）の附 

属図書館に対しアンケート調査をおこなった。 

 しかし、海外からのＩＬＬ受付をしたと答えた館は僅か１３館で、件数は総計で１３３ 

件（海外機関は３７か国、９９機関）という結果に終わり所期の目的を果たすことはでき 

なかった。これは、海外からのＩＬＬ受付が料金決済を伴う正規のＩＬＬ業務として位置 

づけられていないために、他の業務のように処理の記録が残されていないためではないか 

と考えられた。 

 今後、料金決済の仕組みを考えていくためには、なによりも実態の正確な把握が基本で 

あるという認識に立って、当専門委員会では各国立大学附属図書館に対し、海外からＩＬ 

Ｌの依頼があった都度、それを所定の様式の記録簿に記録し、６か月ごとに報告してもら 

うこととし、平成９年１月全国立大学附属図書館にその旨依頼した。 

 この記録簿では、依頼のあった海外機関の国名、機関名、件数、国内文献の件数、料金 

決済の方方等が記載されることになっており、これらのデータが集約されれば、海外との 

ＩＬＬのあり方、とくに料金決済の方式を検討する上で大いに役立つものと考えている。 

 

（３）海外とのＩＬＬにおける料金決済の方法 

 料金決済は、海外機関へ依頼した場合と海外機関から依頼された場合の双方に関係する 

問題である。当専門委員会が付託されたのは後者の場合における料金決済方法であるが、 

検討の前提として双方の場合の料金決済方法（国立大学において適用できるか否かは別と 

して）について整理しておきたい。 

 なお、このことについては「海外ＩＬＬハンドブック」（日本図書館協会 1994）を参 

考にさせていただいており、その多くを同書に負っている。 

 

 ① 海外からのＩＬＬ受付時の料金決済方法 

 

（ア）国際返信切手券（International Reply Coupon） 

 国際返信切手券は、世界共通に使える郵便券で、郵便切手、葉書に交換することができ 
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る。海外から受け取った場合は、１枚１３０円分の切手、国際郵便葉書に交換できる。海 

外から郵送料を決済する時にこの国際返信切手券を利用している図書館は多い。現在海外 

との料金決済に実際に使われている事実上唯一の手段といえる。ただし、現金化できない 

ため、国庫納入ができない。 

 

（イ）ＩＦＬＡヴァウチャー（IFLA Voucher） 

 国際ＩＬＬの決済を簡略化するための支払い手段として、ＩＦＬＡ（International 

Federation of Library Associations）が１９９５年から試験的に運用しているＩＬＬ専 

用のクーポンである。１ヴァウチャー（＄８）、半ヴァウチャー（＄４）の２種類があり、 

ＩＦＬＡの Office for UAP（Universal Availability of Publications）and Inter- 

national Lending から購入することができる。原則として、一回の現物貸借または１５頁 

までの複写が１ヴァウチャーにあたる。ヴァウチャーは無制限に繰り返し使用ができる 

ので、受付館はヴァウチャーを次の依頼時に再利用できる。また、受付の多い館は 

Office for UAP and International Lending から１ヴァウチャーあたり＄８で払い戻しを 

受けることもできる。１９９６年９月現在で、この制度はアメリカ、カナダ、イギリス、 

オーストラリアなどの１００館あまりの図書館が運用している。 

 問題点としては、この制度の加盟館がまだ少ないこと、及び購入・払い戻しが米ドルで 

しかできないため、会計制度上対応が困難であることが挙げられる。 

 

（ウ）ユネスコ・クーポン（Unesco Coupon） 

 教育的・科学的・文化的資材を外国から購入する場合に際し、購入者に対し為替管理上 

の制限を除去し、輸入が簡易・迅速に行われるよう、ユネスコが創設したクーポンであり、 

特に文献情報の流通をはかるためのものではない。 

 国内では日本学術振興会が発給・現金化事務をおこなっている。外国からこのクーポン 

で支払いを受けた場合は、同会に申請すれば入金日の為替相場により円貨で現金化できる 

が、その際一定の手数料が差し引かれる。現金化に際して為替相場により金額が変わって 

しまうこと、手数料が必要であることは会計上の問題点となる。また、この制度の参加国 

は日本、フランス、スペインなど数カ国を除いては発展途上国に偏っており、ＩＬＬの対 

象となる国の多くで使えないことも大きな問題である。 

 

（エ）預託金制度 

 学術情報センターでは関連機関を介して、海外のＮＡＣＳＩＳ－ＩＲユーザーから預託 

金制度により利用料金を徴収している。この預託金制度を応用して、以下のような第三者 

機関を介してのＩＬＬ料金決済制度を考えることが可能である。 

 預託金制度が創設された場合、海外研究機関はあらかじめ第三者機関に預託金を納入し 

ておくことになる。日本への依頼は NACSIS-ILL（NACSIS-IR）経由で学術情報センターに複 



8 
 

写依頼するか、直接郵送等で各国立大学図書館に依頼することになり、学術情報センター 

を経由するかしないかでその後の料金や文献の流れが変わってくる。 

 学術情報センター経由の場合は、センターから各国立大学図書館に複写依頼し、金額確 

定後、料金を第三者機関に請求し、支払いを受ける。文献は国立大学図書館から学術情報 

センターを経由して海外研究機関に送付される。学術情報センターと国立大学図書館との 

間の精算は、毎年度文献複写に応じた額を国立大学図書館に予算振替することで行う。 

 また、各国立大学図書館に直接複写依頼された場合は、国立大学図書館から第三者機関 

に直接金額通知、請求を行うことになる。第三者機関は国立大学図書館に現金で支払い、 

入金確認後、国立大学図書館は海外研究機関に文献を送付する。 

 この方式の実施にあたっては、学術情報センターと国立大学図書館との予算振替等の制 

度の整備、各大学図書館、学術情報センター、第三者機関での体制作りなどの課題を解決 

する必要がある。 

 

 ② 海外へのＩＬＬ依頼時の料金決済方法 

 海外機関への依頼は、受付と違って決済を可能とする方法がいくつかある。実際に多く 

の大学が海外機関への依頼を実施し、何らかの方法で決済をおこなっているが、依頼先に 

よって決済の方法が異なるため、手続きを統一することには困難がある。ここでは主要な 

料金決済方法について述べるが、前項の海外からのＩＬＬ受付時の方法とかなり重複する 

部分があることをお断りしておきたい。 

 

（ア）金融機関・郵便局を通じての送金 

 海外への送金方法としてはもっとも一般的であり、外国為替公認銀行あるいは郵便局か 

ら、口座振込か小切手（または為替）で海外への送金を行うものである。銀行からの送金 

の場合、金額にかかわりなく１件２５００円の手数料がかかる。郵便局から送金した場合 

は、送金額１０万円以下の場合、国際郵便為替が一律１０００円、国際郵便振替が７００ 

円と比較的安い。ただし、国際郵便振替は送金できる国が限られている。この他、クレジ 

ットカードによる決済を受け付けている機関もある。 

 いずれの場合も、私費については申込者自身が送金手続きを行うので問題はないが、校 

費による支払いは国内業者を介する以外に方法がないのが現状である。 

 

（イ）国際返信切手券 

 ①(ア)で紹介した方法であるが、郵便局で１枚１５０円で購入でき、海外へのＩＬＬ料 

金の送付方法としてはもっとも簡易である。現金化できないため、受取側が了承していな 

ければ決済には使えないが、実際にこの方法で決済可能な海外機関もある。 

 

（ウ）ＩＦＬＡヴァウチャー 
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 ①(イ)で紹介したように、日本ではＩＦＬＡのヴァウチャーを運用している図書館はま 

だないが、相手館もヴァウチャーを運用している場合は、簡便な決済方法になると予想さ 

れる。ただし、まだこの制度の参加館が少なく、使えるケースが限られていることが、運 

用上の問題となる。また、ヴァウチャーの購入は原則として米ドルの小切手によることに 

なっており、最低限１００ドル以上購入することが要求されている。そのため、会計制度 

上国立大学でヴァウチャーを新たに購入することは難しく、ＩＬＬの対価として受け取る 

など、あらかじめ入手する手段を講じなければならない。 

 

（エ）ユネスコクーポン 

 ①(ウ)でも紹介したように、ユネスコクーポンを使用しているのは大部分が発展途上国 

であり、日本からＩＬＬを依頼する場合に相手国として多いと思われるアメリカ、イギリ 

ス、ドイツ、カナダ、ロシア等はこの制度に参加していない。したがって、依頼時の決済 

方法となるケースはほとんどないと思われる。またユネスコクーポン購入時には物品名、 

申請価格等を記入した申請書を取扱機関に提出するなど手続きが煩雑である。為替相場変 

動の影響を受ける、手数料が必要であるなど、受付時と同様の会計的問題もある。 

 

（オ）ＢＬＤＳＣ（British Library Document Supply Center）クーポン、預託金制度 

 ＢＬＤＳＣ（英国図書館文献提供センター）に依頼した場合のみの料金決済方法である。 

 

 a.ＢＬＤＳＣクーポン 

 このクーポンを利用してＢＬＤＳＣに文献を申込む場合、指定の申込用紙に予め複写枚 

数により要求されるクーポン券の枚数を貼付し郵送することとなる。複写頁数１０頁以内 

に対し送料込でクーポン券１枚、１１頁以上１０頁増える毎にクーポン枚数を１枚ずつ追 

加貼付することになる。申込用紙はクーポンとセットで無料であるが、クーポン券は２０ 

枚綴り１冊単位で国内代理店経由で購入出来る。このクーポン券による料金決済制度は非 

常に簡便であるところから、多くの大学図書館が利用している。 

 

 b.預託金制度 

 ＢＬＤＳＣに予め預託金口座を開設し、オンラインにより文献複写を発注すると、複写 

経費が預託金から差し引かれていく方式である。２０ユニットを単位に口座に預託金とし 

てプールしておき、前述のクーポン券方式と同様に複写頁数１０枚以内は一ユニットが差 

し引かれることとなる。この預託金口座の開設については、ＢＬＤＳＣに直接登録する方 

法と代理店を経由する方法がある。平成６年４月からＩＬＬシステムを経由して同機関へ 

の文献複写等の依頼機能が追加されたことを受け、この方式による文献依頼への期待は大 

きい。 
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（５） 検討結果 

 海外とのＩＬＬにおける料金決済については、上記のように種々の方法を検討したが、 

結論を出すには至らなかった。現状ではもっとも実現可能性が高いと考えられる預託金制 

度については、前項でも述べたように、関係各機関との調整をはかる必要がある。また、 

預託金制度の創設には、同一機関がある程度の量の申込を繰り返し行うことが前提となる。 

海外機関からの申込が預託金制度を創設するほどの規模に達しているかどうかは、(１)で 

述べた調査の結果を待って検討する必要がある。料金決済上の問題の検討とともに、一方 

では学術情報を所蔵する図書館として、海外機関への文献提供に対する基本的な取り扱い 

方針を決めておく必要があるだろう。 

 なお、海外機関への文献提供については学術情報センターがＮＡＣＳＩＳ－ＩＲ利用機 

関との間で一部サービスを開始している。学術情報センターは今後日本におけるドキュメ 

ントサプライセンター的機能を発展させることが考えられるので、海外ＩＬＬの仕組みを 

検討していく上で、同センターと協議しつつ、連携をはかっていくことが不可欠である。 
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３．現物貸借に関わる料金決済 

 

（１）検討にいたる経緯 

 平成４年度に NACSIS-ILL システムが運用を開始して以来、ＩＬＬによる文献複写および 

現物貸借の件数は飛躍的に増大し、今や大学図書館のサービスの主要な柱となっている。 

このことは、図書館資料の集中化や職員の再配置など効率的なサービス体制への転換が益 

々重要となっていることを示している。 

 このような状況のもとで、文献複写については業務の合理化に向けてのさまざまな改善 

がなされその成果をあげているのに対し、現物貸借については改善の要望はあるものの、 

いまだ具体的な改善の成果をあげていない。 

 当専門委員会が平成６年度に実施した「ＩＬＬに関するアンケート調査」では、現物貸 

借について多くの意見が寄せられたが、その中で郵送料金に相殺システムおよび校費によ 

る支弁についての希望が多かった。また、平成８年７月に開催された第４３回国立大学図 

書館協議会総会の分科会においても同主旨の協議題が提出され、協議の結果、当専門委員 

会に検討が付託された。 

 なお、このことについては昭和６３年に国立大学図書館協議会の相互貸借の推進方策調 

査研究班が検討の結果を報告している。 

 

（２）相互貸借の推進方策研究班における検討 

 同研究班においても、郵送料金を文献複写料金の相殺制度と同じしくみで相殺ができな 

いかどうか検討をおこなった。そして次のような理由で極めて困難との結論に達した。 

 

 (ア)国庫納入金として扱う場合の適切な科目がない。（文献複写料金の国庫納入につい 

   ては、「雑収入－刊行物等売払代」の科目により処理している。） 

 (イ)郵送料金は実質的な収入とはならない 

 (ウ)相殺制度による予算振替の対象として問題がある。 

 

（３）当専門委員会による検討 

 文部省の「平成７年度 大学図書館実態調査結果報告」によれば、平成６年度の国立大 

学図書館の現物貸借の件数は、貸出が 26,791 件、借受が 24,589 件に達している。したがっ 

て、郵送料金の相殺システムや校費支弁についての解決策を見いだせば、それなりの省力 

化や利用者負担軽減の効果もあると考えられ、以下の４点について検討した。 

 

 ① 郵送料金の国庫納入について 

 前記相互貸借の推進方策調査研究班（以下「研究班）という。）が報告書で述べている 
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ように、郵送料金は収入にならないという問題が立ちはだかっている。 

 また、あえて収入であると見做したとしても歳入科目に該当するものがない。 

 国立学校特別会計における歳入の科目に中では、この種のものは「雑収入」に分類され 

るが、その内訳は次のようになっている。 

 

 0600-00 雑収入 

  0601-00 雑収入 

   0601-01 学校財産貸付料 

   0601-02 公務員宿舎貸付料 

   0601-03 版権及特許権等収入 

   0601-04 寄宿料 

   0601-05 入場料等収入 

   0601-06 用途指定寄附金受入 

   0601-07 受託調査試験等収入 

   0601-08 家畜治療収入 

   0601-09 弁償及違約金 

   0601-10 農場及演習林収入 

   0601-11 刊行物等売払代 

   0601-12 不用物品売払代 

   0601-13 学校災害共済掛金保護者負担金 

   0601-14 農業経営基盤強化措置特別会計より受入 

   0601-15 預託金利子収入 

   0601-16 特別施設整備資金預託金利子収入 

   0601-17 労働保険料被保険者負担金 

   0601-18 看護学校等生徒給食費受入 

   0601-19 雑入 

 

 文献複写料金は前記のように、この中で「刊行物等売払代」に分類されているが、「収 

入」が発生しない「郵送料金」をいずれかの科目に合法的に入れることは現実的には難し 

く、関係機関に働きかけるにはあまりに論拠が薄弱である。 

 

 ② 郵送料金の予算振替による相殺システム 

 郵送料金が国庫に納入できないとすれば、必然的に予算振替による相殺は不可能である。 

 

 ③ 現物貸借に関わる手数料の徴収について 

 前記国立大学図書館協議会総会の分科会において、現物貸借の処理にはかなりの労力を 
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要するところから手数料を徴収したらどうかとの意見が出された。手数料を徴収すること 

ができれば収入が発生するので「雑収入」として考えられ、郵送料金も含めた料金相殺が 

可能となる可能性もある。 

 しかし、手数料に該当する科目があるかどうか、手数料の算定根拠をどう作るか、また 

基本的問題としてＩＬＬサービスに手数料徴収という方式が馴染むかどうか等、多くの問 

題を内包しており、当専門委員会としては今年度はこの問題については特に論議をつめる 

ことはしなかった。 

 なお、「雑収入」でも「刊行物等売払代」のように大学に還元される科目は少ないとい 

うことも周知しておく必要があろう。 

 

 ④ 郵送料金の校費支弁 

 当専門委員会では、国立大学図書館を対象に郵送料金の支弁方法について抽出調査をお 

こなったところ、いずれも受益者（利用者）負担を原則としており、費用区分は次のとお 

りであった。 

 

 (ア)私費のみ取り扱っている。 

 (イ)私費、校費ともに取り扱っている。 

 

 郵送料金は往復共基本的に依頼図書館側が負担し、それを利用者に請求するのが一般的 

であるが、校費による切手の受払の煩雑さ等から私費のみ取り扱っている大学図書館が多 

い。これに対し教官からは、校費による支払いを希望する声も少なくない。 

 校費によって郵送料金を支弁するには多少工夫が必要である。依頼館が利用後の資料を 

返送する場合は問題がないが、受付館が貸出のために依頼館あて送付する際の郵送料金に 

ついては次のいずれかの方法をとることが必要と考えられる。 

 

 (ア)受付館が依頼館あてに郵送料金を予め通知し、依頼館はそれによって切手を受付館 

   に送付する方法 

 (イ)受付館が着払いで郵送し、依頼館が資料到着時に支払う方法 

 

 そののち図書館と教官所属の部局とで移算処理をおこなう。 

 

（４）検討結果と今後の展望 

 検討の内容は（３）に示したとおりである。検討の途中経過としての結論めいたことも 

記したが、当専門委員会に付託された課題に対して有効な解決案は見いだすことができな 

かった。 

 最大の懸案である郵送料金の相殺システムはあまりに隘路が多く、実際のところ今後の 
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展望も開けてはいない。ただ検討の中で、現物を貸出のため送付する際に、資料の標題紙、 

目次、奥付け等のコピーを現物に添えることで文献複写の相殺制度を利用できないかとい 

う意見や、NACSIS-ILL システムの弾力的運用による方法が考えられないかという意見など 

が出たが、解決策としては瑕疵が多く、議論は進んでいない。 

 いずれにせよ、ＩＬＬが今後益々活発化することは十分予想されることであり、一方で 

国家公務員の定員削減も進捗するという状況のなかで、業務の合理化、省力化の必要性は 

一層高まっている。とくに、人手を要する現物貸借においてはその必要性が高い。小さな 

改善であっても国立大学の図書館全体を合わせれば大きな改善となるものもあるであろう。 

前記のように現物貸借の改善について展望が開けているわけではないが、小さなものでも 

改善策をもとめてさらに検討していきたい。 
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４．海外のＩＬＬ基準に関する調査 

 

（１）今年度の調査活動 

 国立大学図書館間のＩＬＬ規約の見直しと整備および、今後増加が予想される海外ＩＬ 

Ｌに対応し、これが円滑に行えるようにするために、海外におけるさまざまな規約などの 

調査を昨年度に引き続き継続しておこなった。昨年度までに各国の図書館員への調査依頼 

はすでにおこなっていたが、その調査結果が今後の作業にとって充分なものではないと判 

断し、今年度は、専門委員会としての調査とともに、各国の図書館員に個別に直接に調査 

依頼をおこなうこととした。その調査結果をここに報告する。 

 なお、この調査活動において、学術情報センターの宮澤教授には、海外の図書館員の紹 

介などの協力をお願いし、さまざまに御助力いただいたので、ここにそのことを記して深 

く感謝の意を表したい。 

 

 昨年度の報告書で述べたように、米国を中心としたＩＬＬコードについては、かなり詳 

細に調査することができた。しかし、その他の国の調査はほとんど進展していなかった。 

今年度の調査では、情報不足であったこの部分を少し埋めることができたように思われる。 

 

 ① カナダ 

 １９９６年にカナダ図書館協会（ＣＬＡ：Canadian Library Association）から、 

Interlibrary Loan Code 1995 /Code du pret entre bibliotheques 1995 CLA/ASTED 

1996 が発行されている。これは入手依頼中である。１９９４年にドキュメントデリバリ 

ーについてのガイドラインが同じくカナダで制定された。タイトルは、National 

guidelines for document delivery である。この規約は、ＩＬＬの業務の処理について 

「至急」、「中間」、「不急」の３つのランクを設け、それぞれのランクの処理時間の 

指針を与えているガイドラインである。 

 

 ② オーストラリア 

 オーストラリアでは、オーストラリア図書館・情報サービス協議会（ＡＣＬＩＳ： 

Australian Council of Libraries and Information Services）によって、ＩＬＬコード 

（Australian Interlending Code, Canberra, ACLIS, 1994）が１９９４年に定められた。 

 

 ③ 英国、フランス 

 英国図書館協会（LA：Library Association）やフランスの国立図書館（ＢｎＦ： 

Bibliotheque nationale de France）、フランス図書館協会（ＡＢＦ：Association des 

Bibliothecaires Francais）などを調査し、ＢＬにおけるＩＦＬＡ ＵＡＰ（Office for 
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Universal Availability of Publications）の調査研究者（Sara Gould）や、英国の大学 

の図書館員（Izumi K Tytler etc.）に調査依頼をおこなった。しかし、１９９７年２月 

の現時点では見つかっていない。 

 

 ④ 米国 

 次に、米国の調査結果であるが、さまざまなＩＬＬ業務すべてに関わることがらをまと 

めた規約ではなく、ある特殊なことがらに限って定めたガイドラインなどの申し合わせに 

ついて若干報告する。 

 ファクシミリによるＩＬＬのガイドラインを定めている例が見受けられる。バージニア 

州のものは昨年度収集したが、今年度新たに全米図書館協会（ＡＬＡ：American Library 

Association）のものが収集できた。Guidelines and Procedures for Telefacsimile and 

Electronic Delivery of Interlibrary Loan Requests and Materials, 1994 がそれであ 

る。これについては、後ほど解説する。 

 稀覯本などの特殊な資料を相互利用する際には、その利用方法や取扱方法などが問題と 

なるのは当然である。貴重図書などとともにこれらの特殊資料については、ほとんどの図 

書館で貸出禁止という処置をおこなっている。しかし、貸出対象となっている特殊資料に 

ついては、当然ながらこれらの資料が損傷しないよう取扱い上の申し合わせが必要となる。 

 大学・研究図書館協会（ＡＣＲＬ：Association of College and Research Libraries） 

の Rare Book and Manuscript Ad Hoc Committee on the Loan of Rare and Unique 

Materials が作成した Draft Guidelines for the Loan of Rare and Unique Materials 

を今回収集できた。これはそのために制定されているガイドラインである。 

 Franca C. Rosen（Chair, RASD/MOPSS Interlibrary Loan Committee）によると、 

RASD/MOPSS Interlibrary Loan Committee の会議が今年の２月１７日に Washington DC 

で開催される。ここにおいて、著作権とＩＬＬそして、ＩＬＬ／ＤＤにおけるコストにつ 

いて討議されるが、同時に AV ILL Guidelines と Wrapping and Packaging Guidelines 

が討議される。この素案によれば、梱包方法などについて細かに取り決めたものである。 

 

（２）ＩＦＬＡの規約モデルについて 

 すでに紹介したように、各国で定めるべき規約について、その制定に役立つようにモデ 

ルとなるものがＩＦＬＡによって定められている。 Model National Interlibrary 

Lending Code（以下「Model」と略す）がそれであり、ＩＦＬＡの相互貸借部門が１９８ 

３年に作成したものである。 

 ＩＦＬＡでは、国際間のインターナショナルなＩＬＬ規約（Internatinal Lending： 

Principles and Guidelines for Procedure（1978）- Major revision 1987）を定め、国 

際間のＩＬＬ業務を速やかに行うようにしている。それに対し、この Model は個々の国な 

どが定めるときの模範として位置づけている。 
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 ＩＦＬＡの定めた国際間の規約と、各国が定めるべき規約としての Model を、原文のまま 

資料として収録したので参照願いたい。この二つの規約をここに掲載するに当たっては、 

これらの規約はできるだけ広く配布することを目的として作成されているものであるとし 

て、前述のＩＦＬＡ ＵＡＰの Sara Gould さんをとおして、IFLA Office for Inter- 

natinal Lending から了承を得ているものである。なお、このうちのインターナショナル 

のものは、石黒敦子ほか編著の「海外ＩＬＬハンドブック」に訳出してある。 

 この Model の概略について以下に記しておく。これはＩＬＬのナショナルコードを現在 

持たないか、今あるコードを改訂しようとしているすべての国々のためのモデルとして作 

成されているものである。規約を新たに作成するときに検討すべき１３点の事項を、チェ 

ックリストとしてあげ、漏れなく検討できるように、また作成にとりかかりやすくしてい 

る。それらは、定義、原則についての宣言、熟知すべき規約、依頼の照合、所在など、標 

準的な様式、依頼の伝達方式などである。 

 ＩＬＬの定義を、図書館が自館で持たない資料を利用者から要求があったとき、他の図 

書館から手に入れることであるとしている。資料を利用者に提供するという図書館の基本 

的機能から考えて、図書館の存在意義ともいえる所にＩＬＬを位置づけている。 

 サービスを拡大するために、出来るだけ公平にしなければならない。さらに、低料金で 

まかなえるような手段方法でサービスするようにするのも、拡大へ向けての大きな要素で 

ある、としている。 

 貸出館や依頼館に帰すべき責任の明確化は、支障を取り除くのに有効である。依頼館は 

貸借で受け取った資料を丁寧に扱うとともに、その資料の利用に当たってのいかなる条件 

も尊重すべきである。また、依頼館は貸借資料が貸出館から発送されて、そこに戻るまで 

の間、資料の紛失や損傷について責任を持たねばならないとしている。 

 また、ＩＬＬ統計が必要であることを、項目をたてて説いている。ＩＬＬ統計をコーデ 

ィネイトする国家的機関があれば、図書館は年次的にそこに集計結果を知らせるべきであ 

るとしている。 

 以上が、Model の概要である。この中でも述べられているが、世界でどのような規約が 

定められているのかを知ることは、世界的にＩＬＬを展開しようとしている現時点にあっ 

て、我々日本の図書館人にとってとても重要なことがらであるといえる。 

 

（３）ファックスおよび電子的手段によるＩＬＬのガイドライン 

 前述したように、ファックスおよび電子的文献デリバリー（以下「ＥＤＤ」と略す）に 

よるＩＬＬ手続きのガイドラインが定められている。（Guidelines and Procedures for 

Telefacsimile and Electronic Delivery of Interlibrary Loan Requests and 

Materials, 1994）これは、ALA Interlibrary Loan Committee, Reference and Adult 

Services Division によって立案され、１９９３年に RASD Interlibrary Loan 

Committee や RASD MOPSS Executive Board などによって承認された。この内容について概 
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説しておく。 

 ファックスおよびインターネットによるＥＤＤは早急にまた容易にデータを伝達する最 

適の手段である。このガイドラインは、ＩＬＬのためにファックスやＥＤＤを使用する図 

書館の要望に応えるものであり、現在使用されている他のＩＬＬコードやガイドラインを 

補強するものである。また、National Interlibrary Loan Code for the United States, 

1993 や著作権法（Title 17, US Code）、CONTU（National Committee on New 

Technological Uses of Copyrighted Works）ガイドライン 108(g)(2)あるいは小さなガ 

イドラインなどとの関連のもと使用されるべきものである。 

 目的として、使用される機器の統一、装置の取り扱いと管理の統一、依頼の書式と借用 

のためのガイドラインの設定、依頼に答えるためのガイドラインの設置をあげている。 

 使用する装置として、CCITT Group III 基準に準拠したものを、お互い使用するよう 

に定めている。 

 一般的ガイドラインとしては、レンディングポリシーにより利用するかどうかを判断す 

ることとしている。同定のためのシートを含むこと、デリバリー方式が指定してなければ 

受付館で定めることとしている。 

 借用のためのガイドラインについては、依頼を電子的に行うことができること、ＡＬＡ 

の依頼様式に従って依頼をタイプすべきであること、電子的にデリバリーするときの依頼 

文への記載事項などを定めている。 

 貸出のためのガイドラインとして、電子的依頼の受付チェックの励行、ファックスおよ 

び電子的依頼は通常業務の中で処理すべきであること、急ぎの依頼は１業務日以内で処理 

するように対応すること、適切な長さで電送すること、電送のために作成した複写物は完 

結した後破棄すること、謝絶は依頼と同じ伝送方法で、急ぎの依頼に対する謝絶はファッ 

クスや電話で１業務日内で知らせることなどと定めている。 

 これが、インターネット時代に対応した、最新の技術に根ざしたＩＬＬ業務のガイドラ 

インの要約である。今後インターネットが大きく拡大していく中で、図書館の業務も大き 

く変わろうとしている。それに伴って、ＩＬＬも変わるのであり、ＩＬＬの変化に対応し 

てこれらのガイドラインも発展しなければならないであろう。 

 

（４）今後の計画について 

 来年度からはこれら収集した資料の分析に入り、国立大学図書館協議会として必要な規 

約を制定する作業に入ることとなる。 

 また、IFLA の IFLA fax guideline など、参考にする必要のある規約などで、まだ入 

手できていないものなどの調査は引き続き行う必要がある。そのため、現在でも日仏図書 

館情報学会などへの調査問い合わせもおこなっているところであり、調査活動は引き続き 

おこなう予定である。 
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Ⅱ．今後の検討課題 

 

 当専門委員会の設置母体である図書館情報システム特別委員会は、一応設置期間が設置 

後５年を限度とすると定められている。設置されたのが平成５年であるから、平成１０年 

の国立大学図書館協議会総会までとなる。したがって、当専門委員会も平成９年は最後の 

年となる。 

 平成５年の総会で設置が決定して以来、当専門委員会に付託された課題について検討を 

続けてきたが、それぞれが難しい課題であり、解決できたもの、または解決策を示せたも 

のはほんの一部である。 

 発足以来検討を続けてきた文献複写料金の徴収猶予に関わる改善は、その一つである 

「徴収猶予の許可番号の統一」が本年度ようやく案がまとまり、平成９年度から実施のは 

こびとなった。もう一つの「徴収猶予期間の延長」は、実現困難ということで検討事項か 

らはずすこととした。 

 そのほか、昨年度の第２次報告に掲げた今後の検討事項のうち、ＩＬＬ基準の調査以外 

に具体的な成果をあげることはできなかった。 

 残っている課題は次のとおりである。 

 

 （１）海外とのＩＬＬにおける料金決済 

 （２）現物貸借に関わる料金決済 

 （３）ＩＬＬ基準の調査 

 （４）国立大学図書館間における諸形態のＩＬＬを包括する規約の制定 

 （５）今後予測される情報資源の共有のかたちと図書館の対応のあり方について 

      ～電子的情報時代におけるＩＬＬのあり方～ 

 

 このうち、（５）については、学術情報センターと海外機関との接続の拡大、各大学図 

書館におけるインターネット経由によるＯＰＡＣの公開の動きとともに、今後国内・国外 

の機関との情報交換がネットワーク上で展開され、文献情報の流通がますます盛んになる 

と予想される。当専門委員会においても、将来の可能性としてネットワークを通じての電 

子決済も視野に入れて検討を進める必要があると考えるが、状況が刻々変化しており、限 

られた残任期間でなんらかの方向性を見いだすことは、非常に難しい。従って、この課題 

については最終年度での検討をとりやめ、残る四つの課題について、できるだけの努力を 

したいと考えている。 
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付．図書館情報システム特別委員会 

  ＩＬＬシステム専門委員会設置要項 

 

 

 

                   平成５年７月１５日 

                   図書館情報システム特別委員会 

 

 

１．目 的 

   図書館情報システム特別委員会に、大学図書館における情報資源の 

  共有を推進するために、相互貸借（以下「ＩＬＬ」という。）に関わ 

  る諸問題を検討することを目的として、実務担当者によるＩＬＬシス 

  テム専門委員会（以下「専門委員会」という。）を設置する。 

 

２．検討事項 

   国立大学図書館間並びに公私立大学その他の機関とのＩＬＬに関わ 

  る次の事項を検討する。 

 (1) ＩＬＬ基準に関する事項 

 (2) ＩＬＬの手続きに関する事項 

 (3) ＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬシステムに関する事項 

 (4) その他、ＩＬＬに関わる事項 

 

３．専門委員会の構成 

   専門委員会は近畿地区が担当する。委員は、近畿地区の図書館情報 

  システム特別委員館が選考する。 

 

４．その他 

   専門委員会は原則として年１回検討結果をまとめ、図書館情報シス 

  テム特別委員会に報告するものとする。 
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図書館情報システム特別委員会 

ＩＬＬシステム専門委員会 

委員会名簿（平成５年度～平成８年度） 

 

 

主査館   大阪大学附属図書館 

 

委 員 

   平成５年度 

    主 査  三浦 勝利（大阪大学・医学情報課長） 

    副主査  由良 信道（滋賀医科大学・図書課長） 

    委 員  水野 孝夫（京都大学・情報サービス課相互利用掛長） 

         宮岸 朝子（大阪大学・医学情報課専門員） 

         岸本 晴広（大阪外国語大学・図書館専門員） 

         吉田 秀紀（神戸大学・情報サービス課長） 

         小川 仁美（神戸大学・情報サービス課情報サービス第二掛長） 

 

 

   平成６年度 

    主 査  田村 潤二（大阪大学・情報サービス課長） 

    副主査  京藤  貫（滋賀医科大学・図書課長） 

    委 員  岡野 拓也（京都大学・情報サービス課相互利用掛長） 

         宮岸 朝子（大阪大学・医学情報課専門員） 

         吉田 秀紀（神戸大学・情報サービス課長） 

         小川 仁美（神戸大学・情報サービス課情報サービス第二掛長） 

         由良 信道（横浜国立大学・情報サービス課長） 

 

 

   平成７年度 

    主 査  山中 康行（大阪大学・医学情報課長） 

    副主査  京藤  貫（滋賀医科大学・教務部図書課長） 

    委 員  長坂 みどり（京都大学・情報サービス課相互利用掛長） 

         宮岸 朝子（大阪大学・医学情報課専門員） 

         故選 義浩（神戸大学・情報サービス課長） 

         池川  敏（神戸大学・情報サービス課情報サービス第一掛長） 

         由良 信道（横浜国立大学・情報サービス課長） 
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   平成８年度 

    主 査  山中 康行（大阪大学・医学情報課長） 

    副主査  松藤 典生（滋賀医科大学・教務部図書課長） 

    委 員  伊藤 祐三（東京大学・情報サービス課長） 

         長坂 みどり（京都大学・情報サービス課相互利用掛長） 

         宮岸 朝子（大阪大学・医学情報課専門員） 

         山崎 隆史（大阪大学・情報サービス課専門員） 

         故選 義浩（神戸大学・情報サービス課長） 

         後藤 登 （神戸大学・情報サービス課情報サービス第一掛長） 

 

    オブザーバー 

         笹川 郁夫（学術情報センター事業部目録情報課長） 

         相原 雪乃（学術情報センター事業部目録情報課相互協力係長） 
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資料１ 

 

                             阪大図管 第 337 号 

                             平成８年７月２２日 

 

 国立大学図書館協議会 

 図書館情報システム特別委員会委員長 

 東京大学附属図書館長 

   六 本 佳 平 殿 

                   ＩＬＬシステム専門委員会主査館 

                   大阪大学附属図書館長 

                         林      毅 

 

     文献複写料金徴収猶予に関わる許可番号の統一について（依頼） 

 

 当専門委員会では設置の趣旨に基づき、相互貸借（ＩＬＬ）に関わる諸問題を検討して 

おりますが、その経過につきましては平成７年５月２９日開催の図書館情報システム特別 

委員会において報告させていただいたとおりです。（当専門委員会第２次報告） 

 さて、当専門委員会が検討しております諸問題のうち、標記の作につき文部省学術情報 

課においても積極的な検討をされており、非公式ながら別紙のとおり各大学の規程である 

「文献複写料金徴収猶予実施細則」（以下「細則」という。）改正案も提示されています。 

 この改正案においては、これまで公私立大学等から文献複写の依頼を受託する場合には 

文献複写料金徴収猶予許可書の「文書番号」を明示させていたものを「許可番号」に改め 

ること、文書番号と許可番号を区別し、許可番号については各公私立大学図書館に対し、 

各国立大学図書館から共通の番号を与えることを想定しており、当専門委員会の方針に沿 

ったものとなっております。 

 なお、このことは、公私立大学等の図書館からＩＬＬの手続きの簡素化の一環として希 

望が出されていたものです。 

 つきましては、下記協議事項につき図書館情報システム特別委員会において文書による 

回議をお願いいたしたく、よろしくお取り計らいください。 

 

                    記 

 

   協議事項 

    １．文献複写料金徴収猶予に関わる番号を統一することについて 
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      提案：公私立大学図書館が国立大学図書館に文献複写を申し込む際の手続き 

         の簡素化を図るため、申込みの際明示させる番号を統一したい。 

          （例：ＪＩＳ大学・高等専門学校コード等） 

 

    ２．文献複写料金徴収猶予実施細則の改正について 

 

      提案：番号を統一するために別紙のとおり細則を改正すること、及び文部省 

         に各大学への指導方を依頼したい。 

 

 

付記 

 

  １．平成元年に文献複写料金の徴収猶予取扱いが開始されるに当たっては国立大学図 

   書館協議会理事会に文部省学術情報課の係官が出席し、趣旨の説明及び各大学で制 

   定する細則案が提案されました。 

    同年５月２４日付けで各国立大学長宛に「国立大学附属図書館における文献複写 

   料金徴収猶予取扱要領について」（文学情第１４５号）が通知され、また学術情報 

   課から各国立大学図書館宛に細則の文案が送付され、各国立大学図書館は、当該大 

   学の事務局の経理担当者と協議し、この細則を学内規程として制定したという経緯 

   があります。 

 

  ２．文部省学術情報課が、本年５月に全国立大学図書館を対象に実施した調査による 

   と約８３％が徴収猶予に関する番号の統一に賛成しており、反対又は異議が出され 

   たのは１７大学からでした。その後当専門委員会がこの１７大学と連絡をとり、趣 

   旨を説明したところ全ての大学から理解を得ることができました。 
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別紙 

 

     ○○大学附属図書館文献複写料金徴収猶予実施細則（例）（改訂案） 

 

   第１ 文献複写料金の徴収猶予の取扱については、国立大学附属図書館におけ 

   る文献複写料金徴収猶予取扱要領及び国の法令の定めるほか、この細則に定め 

   るところによる。 

 

   第２ 文献複写料金の徴収猶予は、徴収猶予を希望する機関の長が様式第１に 

   定める文献複写料金徴収猶予許可申請書により学長に申請するものとする。 

 

   第３ 文献複写料金の徴収猶予の許可は、様式第２に定める文献複写料金徴収 

   猶予許可書により各年度ごとに行うものとする。 

 

   第４ 文献複写料金の徴収猶予を許可された機関（以下、徴収猶予許可機関と 

   いう。）から文献複写の依頼を受託する場合には、文献複写料金徴収猶予許可 

   書の許可番号を明示させるものとする。 

 

   第５ 徴収猶予許可機関に対する文献複写物の引渡し（郵送の場合には発送。 

   以下同じ。）は、当該文献複写の依頼先が徴収猶予許可機関であることを確認 

   の上行うものとする。 

 

   ２ 文献複写物の引渡しにあたっては、徴収猶予許可機関の便宜をはかるため、 

   当該機関に対し１件ごとに文献複写料金の額を連絡するものとする。 

 

   第６ 文献複写料金の請求は１か月ごとに整理し、納入の告知は翌月の１０日 

   （３月分については年度の末日。）までに行わなければならない。 
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（様式第１） 

 

                                平成○年○月○日 

 

 

           文献複写料金徴収猶予許可申請書（例） 

 

 

○○大学長 殿 

 

                                  機関名 印 

 

 

   研究者等への迅速な情報提供を行うため、本学図書館の依頼に係る平成○年 

  度の文献複写料金の徴収猶予を申請します。 
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（様式第２） 

 

                                ○○○第○○○号 

                                平成○年○月○日 

 

            文献複写料金徴収猶予許可書（例） 

 

機関名 殿 

 

                             ○○大学学長 

                                  氏名 

 

 

  平成○年○月○日付けをもって申請のあった○○大学に係る文献複写料金を 

 徴収猶予することについては、下記の条件を付して許可します。 

  なお、本件の許可番号は○○○○とします。 

 

 

                   記 

 

 第１ 料金の支払い及び支払い期限を厳守すること 

 第２ 料金は、１か月毎に複写物の引渡し（郵送の場合は本学附属図書館から 

 の発送。）が行われた日の属する月の翌月の末日（複写物の引渡しが３月に行 

 われたものについては翌月の２０日。）までに支払うこと。 

 第３ 延滞金については、国の債権の管理等に関する法律（昭和３１年法律第 

 １１４号）の規定に基づき徴収するものであること。 

 第４ 徴収猶予を許可する期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日ま 

 でとすること。 

 第５ 文献複写料金及び納付方法等については、国の法令及び本学の定めによ 

 ること。 

 第６ 第１から第５に定める条件に違背した場合は、特段の事由がない限り徴 

 収猶予の許可を取り消すことがあること。 
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資料２ 

 

                             阪大図管 第 337-2 号 

                             平成８年１１月１３日 

 

 国立大学図書館協議会 

 図書館情報システム特別委員会委員長 

 東京大学附属図書館長 

   六 本 佳 平 殿 

 

                   ＩＬＬシステム専門委員会主査館 

                   大阪大学附属図書館長 

                         林      毅 

 

 

       文献複写料金徴収猶予に関わる許可番号について（依頼） 

 

 先に、当専門委員会提案の「文献複写料金徴収猶予に関わる許可番号の統一について」 

（阪大図管第 337 号 平成 8年 7 月 22 日）についてお諮りいただきありがとうございまし 

た。このことについては、貴特別委員会並びに理事会においてご承認が得られましたので 

実施のための環境がほぼ整いました。 

 さて、当委員会では先の提案が承認されたことを受け、具体的な許可番号について検討 

を行い、下記のとおり提案させていただくことといたしました。 

 つきましては、下記協議事項につき図書館情報システム特別委員会において文書による 

回議をお願いいたしたく、よろしくお取り計らいください。 

 

                   記 

 

協議事項 

  １．公立、私立の大学、短期大学、高等専門学校については、統一許可番号として 

   ＪＩＳ（日本工業規格）の「大学・高等専門学校コード」（Ｘ ０４０８）（別 

   添資料）のコード番号（４桁）を使用する。 

 

                    （例） 

    公立大学     １００１～    東京都立大学       １００４ 
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    私立大学     ２００１～    同志社大学        ２１９５ 

    公立短期大学   ４００１～    山形県立米沢女子短期大学 ４００５ 

    私立短期大学   ５００１～    山陽女子短期大学     ５３４６ 

    公立高等専門学校 ７００１～    大阪府立工業高等専門学校 ７００３ 

    私立高等専門学校 ８００１～    金沢工業高等専門学校   ８００５ 

 

  ２．学校図書館法（昭和 28 年法律第 185 号）第２条に規定する学校図書館及び図書 

   館法（昭和 25 年法律第 118 号）第２条第１項に規定する図書館から「文献複写料 

   金徴収猶予許可申請書」が提出され許可する場合「大学・高等専門学校コード」 

   において未使用の「９」からはじまる４桁の番号を許可番号として各館が随意に 

   与える。（当面許可番号は統一しない。） 

            （例） 

              ○○県立図書館  ９００１ 

              △△私立図書館  ９００２ 

              □□科学研究所  ９００３ 

 

  ３．許可番号は原則どおり一機関１番号とする。 

   （１機関に複数の図書館が存在して、業務処理上、複数のコード番号を必要とす 

   る場合でも、許可番号は業務処理コードと区別して１機関１番号とする。） 

 

  ４．許可番号の統一は平成９年度から実施する。 
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資料３ 

 

                               平成９年１月７日 

 

   各国立大学附属図書館 

   担当課長・事務長 

 

                      国立大学図書館協議会 

                       図書館情報システム特別委員会 

                       ＩＬＬシステム専門委員会主査 

                      大阪大学附属図書館医学情報課長 

                             山 中 康 行 

 

 

 

     海外機関からの文献複写依頼の受付の記録について（依頼） 

 

 

 ＩＬＬシステム専門委員会では、その課題のひとつとして国立大学図書館と海外機 

関とのＩＬＬにおける料金決済方法をとりあげ調査・検討しております。 

 さて、これまでの調査・検討の過程において、海外機関からの文献複写依頼の具体 

的データがきわめて乏しいことがわかりました。これは、海外機関からの文献複写依 

頼に対し、料金決済を含めたＩＬＬの処理が難しいため、その処理の記録が保存され 

なかったという事情もあるようです。 

 当専門委員会としては、海外機関とのＩＬＬにおける料金決済の方法を検討するた 

めには、どのような機関がどのような頻度で依頼してきているのか、依頼に対しどの 

ような対応をしているのか等の実態をより正確に把握したいと考えております。 

 つきましては、平成９年１月から１２月までの間、海外機関からの文献複写の依頼 

がありましたら、別紙要領により記録をしてくださるようお願いします。 

 ご多忙中誠に恐縮ですが、今後増加が予測される海外機関からのＩＬＬ依頼に対し 

適切な料金決済のあり方を検討することの意義をご理解のうえ、ご協力方よろしくお 

願い致します。 

 また、このことにつき、分館、分室、部局図書室（資料室）について周知方お願い 

します。 

 なお、この結果は前半（１月～６月）、後半（７月～１２月）の２回に分けて回収 
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させて頂きたいと考えておりますが、内容につきましては当専門委員会の検討資料と 

してのみ使用し、他の目的には使用しないことを申し添えます。 

 

付 記 

 １．回収については、平成９年６月及び１２月に改めてご通知を差し上げます。 

 ２．お問い合わせは下記あてお願いします。 

      大阪大学附属図書館生命科学分館 

        電話（０６）８７９－２４０１（山中）・ ２４０２（宮岸） 

         ＦＡＸ（０６）８７９－２４２８ 

 

 

                記入要領 

 

 

 海外機関から文献複写の依頼がありましたら、その都度別紙「海外機関からの 

文献複写依頼受付記録簿」に次のとおり記入してください。 

 

 （１）「申込機関名」：個人からの申し込みの場合は個人名 

 （２）「うち国内発行」：件数のうち、日本で出版された資料の件数（内数） 

 （３）「受付」   ：有償、無償にかかわらず、複写物を提供した件数 

 （４）「転送」   ：自館で処理ができず、他の図書館等へ転送した件数 

 （５）「謝絶」   ：自館で処理ができず、謝絶の連絡をした件数 

            自館で処理ができず、かつ転送・謝絶の処理を行わな 

            かった場合は件数を○で囲む 

 （６）「料金」   ：有償の場合は下記番号を、無償の場合は、×印 

           ［有償の場合の料金徴収方法］ 

            ①国際返信切手券（International Reply Coupon） 

            ②国際郵便為替（International Money Order） 

            ③国際郵便振替（International Giro Service） 

            ④銀行・普通送金（Mail Transfer） 

            ⑤銀行・送信小切手（Check of Demand Draft） 

            ⑥ユネスコ・クーポン 

            ⑦ＩＦＬＡ・ヴァウチャ 

            ⑧その他（⑧を記入した場合は「記録簿」回収の際、 

                 その方法に関する説明を付してください。） 
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